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 議案第    ４    号 

   令和７年度府中市後期高齢者医療特別会計予算 

令和７年度府中市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９０５，６６１千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣ に 

よる。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（歳出予算の流用） 

第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

    令和７年２月２５日提出 

府中市長  小 野 申 人 
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1 684,279

1 後期高齢者医療保険料 684,279

7 219,697

1 一般会計繰入金 219,697

9 1,685

1 延滞金及び過料 85

2 償還金及び還付加算金 1,600

905,661

後期高齢者医療保険料

繰入金

諸収入

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項
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1 24,995

1 総務管理費 11,720

2 徴収費 13,275

2 879,066

1 後期高齢者医療広域連合納付金 879,066

3 1,600

1 償還金及び還付加算金 1,600

905,661

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費
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　第２表　債務負担行為

事項 期間 限度額

千円

令和8年度
～

令和12年度

住民情報総合システム機器リース料 2,142
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１　総　　括

（歳　　入）

1 後期高齢者医療保険料 684,279 650,484 33,795

7 繰入金 219,697 220,715 △1,018

9 諸収入 1,685 1,677 8

905,661 872,876 32,785歳　　入　　合　　計

歳入歳出予算事項別明細書

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

 千円  千円  千円
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